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５
月
１
日
か
ら
、
個
人
情
報
が
他

人
に
不
正
に
取
得
さ
れ
る
こ
と
を
防

ぐ
た
め
に
、
住
民
基
本
台
帳
法
お
よ

び
戸
籍
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
住

民
票
や
戸
籍
証
明
書
（
戸
籍
謄
抄
本

な
ど
）
を
申
請
す
る
と
き
は
、
窓
口

で
本
人
を
確
認
す
る
書
類
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

窓
口
に
来
ら
れ
る
方
は
、
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
写
真
付
き
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
官
公
庁

発
行
の
写
真
付
き
身
分
証
明
書
な
ど

（
本
人
確
認
書
類
）
を
忘
れ
ず
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
官
公
庁
発
行
の
写

真
付
き
身
分
証
明
書
な
ど
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
、
健
康
保
険
証
、
介
護

保
険
証
、
年
金
証
書
な
ど
氏
名
、
住

所
、
生
年
月
日
の
確
認
で
き
る
複
数

の
書
類
を
お
持
ち
い
た
だ
け
れ
ば
申

請
で
き
ま
す
。
ま
た
、
聞
き
取
り
な

ど
の
方
法
で
も
「
本
人
確
認
」
を
行

い
ま
す
。
な
お
、
代
理
の
方
は
、
委

任
状
な
ど
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

住
民
異
動
届
お
よ
び
戸
籍
届
出
に

係
る
「
本
人
確
認
」
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問　

市
民
課
（
内
線
258
・
261
）

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
の

サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
た
め
、
窓
口

の
業
務
時
間
延
長
（
毎
週
月
曜
日
午

後
７
時
ま
で
）
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

通
常
の
時
間
帯
で
市
役
所
に
お
出

で
に
な
れ
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
、
こ
の

サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
間　

平
成
21
年
３
月
ま
で
の
毎
週

月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合

は
翌
火
曜
日
）

時
間　

午
後
７
時
ま
で

取
扱
業
務　

住
民
票
の
発
行
、
印
鑑

登
録
証
明
書
の
発
行
、
戸
籍
謄
抄

本
の
交
付

時
間
延
長
で
対
応
の
で
き
な
い
も
の

◦
印
鑑
登
録
・
暗
証
番
号
登
録
な
ど

◦
転
入
、
転
出
、
転
居
な
ど
の
異
動
手

続
き
お
よ
び
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出

※
総
合
支
所
お
よ
び
支
所
で
は
窓
口

の
時
間
延
長
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

問　

市
民
課
（
内
線
258
・
261
）

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所
得
金

額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自
身

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

含
み
ま
す
）
と
国
保
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
員
全
員
の
合
算
所
得
金
額
が
、

一
定
基
準
額
を
下
回
る
場
合
、
均
等

割
額
（
一
人
一
人
に
か
か
る
額
）
と

平
等
割
額（
世
帯
ご
と
に
か
か
る
額
）

が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
次
の
よ
う
な
方
は
必
ず
簡
易
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成
19
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た

方
。（
19
年
中
の
収
入
が
雇
用
保

険
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方

も
含
み
ま
す
）

②
平
成
19
年
中
に
障
害
・
遺
族
年
金

を
受
給
し
て
い
た
方
。（
た
だ
し
、

国
民
年
金
な
ど
の
受
給
者
は
、
申

告
は
不
要
で
す
）

③
平
成
19
年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、

退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て
い

た
方
な
ど
。

受
付
場
所　

本
庁
１
階　

保
険
年
金

課
保
険
税
グ
ル
ー
プ
窓
口
９
番
・

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
・
各
支

所
※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
、
各
総

合
支
所
で
国
保
加
入
者
分
（
国
保

に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主
も
含

む
）
の
申
告
を
済
ま
せ
て
い
る
場

合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①
～
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
１
人
で
も
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽

減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線
249
・
274
・

275
）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

本
市
で
は
、
合
併
に
よ
り
新
た
に

誕
生
し
た
本
市
の
文
化
芸
術
の
振
興

を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
指
針

と
し
て
、
石
巻
市
文
化
芸
術
振
興
基

本
方
針
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
学
識
経
験
者
や
文
化

芸
術
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
代

表
、
公
募
委
員
な
ど
に
よ
り
組
織
す

る
検
討
委
員
会
や
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
意
見
を
い
た
だ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
手
続
を
経
て
、
基
本
方
針

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
公
表
し
ま

す
。

　

こ
の
基
本
方
針
と
方
針
案
に
お
寄

せ
い
た
だ
い
た
意
見
、
そ
れ
に
対
す

る
本
市
の
考
え
方
は
、
生
涯
学
習
課
、

各
総
合
支
所
総
務
企
画
課
、
各
支
所
、

各
公
民
館
、
石
巻
文
化
セ
ン
タ
ー
、

石
巻
市
民
会
館
、
市
役
所
第
三
分
庁

舎
内
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問　

歴
史
文
化
資
料
展
示
施
設
整
備

対
策
室　

☎
93
‐
１
９
１
０

石
巻
市
文
化
芸
術
振
興

基
本
方
針
を
策
定
し
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ
…

簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

市
民
課
窓
口
を
毎
週
月
曜
日

延
長
し
て
い
ま
す

５
月
１
日
か
ら
、
住
民
票
や
戸

籍
の
申
請
な
ど
に
は
、
運
転
免

許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
が

必
要
と
な
り
ま
す

学生の皆さんへ

国民年金学生納付特例の

申請はお早めに！
　本人の所得額によって、国民
年金保険料の納付が猶予される
｢学生納付特例制度｣があります。
　学生の皆さんも20歳になった
ら国民年金に加入し、保険料を
納めなければなりませんが、本
人の前年の所得が118万円以下
の場合は、保険料の納付が猶予
される「学生納付特例制度」の
適用を申請により受けることが
できます。
　また、この制度が承認される
と期間中に事故や病気で重度の
障害が残った場合には、障害基
礎年金が受けられ、将来の老齢
基礎年金についても受給資格期
間に算入されます。
※申請が遅れた場合、万が一障
害を負ってしまった場合など
に年金が支給されないことが
ありますので、申請はできる
だけ早めに、学生証の写し、
または在学証明書をお持ちの
うえ、保険年金課・各総合支
所・各支所で行ってください。
問　石巻社会保険事務所
　　☎22-5117
　　保険年金課（内線 256・257）
　　・各総合支所・支所

問



�

行
政
情
報

児
童
扶
養
手
当

　

父
親
が
い
な
い
家
庭
な
ど
で
次
の

児
童
の
母
、
ま
た
は
そ
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
児
童

◦
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

◦
父
が
死
亡
し
た
児
童

◦
父
が
重
度
の
障
害
者
で
あ
る
児
童

◦
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

◦
父
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

◦
父
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

◦
未
婚
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
児
童

※
遺
族
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
受
給

者
や
施
設
入
所
者
な
ど
は
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

手
当
月
額　
（
物
価
ス
ラ
イ
ド
な
ど
に
よ

り
改
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

児
童
１
人
の
場
合

全
部
支
給　

４
１
、７
２
０
円

一
部
支
給　

４
１
、７
１
０
円
～
９
、８
５
０

円
の
間
10
円
単
位
で
区
分

２
人
目　
５
、０
０
０
円
加
算　

３
人
目

以
降　

１
人
に
つ
き
３
、０
０
０
円
加
算

※
手
当
を
受
給
し
て
か
ら
５
年
を
経

過
し
た
と
き
（
平
成
22
年
４
月
分

の
手
当
か
ら
は
、
手
当
を
受
給
し

て
か
ら
５
年
を
経
過
し
て
い
な
く

と
も
、
支
給
要
件
で
あ
る
離
婚
や

死
別
な
ど
か
ら
７
年
経
過
し
た
と

き
）
は
、
手
当
額
の
一
部
が
支
給

停
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
の
父
母
、
ま
た
は
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
所
定
の
診
断
書
に
よ
り
障
害
の
程
度
を
判

定
し
ま
す
が
、
療
育
手
帳
Ａ
に
該
当
す
る

と
き
や
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
と
2

級
お
よ
び
3
級
と
4
級
の
一
部
に
該
当
す

る
と
き
（
内
部
障
害
は
除
く
）
は
、
診
断

書
を
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
児
童
が
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き

や
、
障
害
を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

け
て
い
る
と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

手
当
月
額　
（
物
価
ス
ラ
イ
ド
な
ど
に
よ

り
改
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

１
級　

５
０
、７
５
０
円

　

２
級　

３
３
、８
０
０
円

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費

　

母
子
・
父
子
家
庭
を
対
象
に
医
療
費

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　

健
康
保
険
な
ど
に
よ
り
、
本
人
の

負
担
す
る
額
か
ら
、
入
院
の
場
合

は
、
1
件
２
、０
０
０
円（
食
事
療
養

費
除
く
）、
外
来
の
場
合
は
、
1
件

１
、０
０
０
円
を
差
し
引
い
た
金
額
を

助
成
し
ま
す
。
た
だ
し
、
高
額
医
療
費

ま
た
は
、
付
加
給
付
金
が
支
給
さ
れ

る
場
合
は
、そ
の
額
を
差
し
引
き
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問　
子
育
て
支
援
課（
内
線
424
）・
各
総
合

支
所
保
健
福
祉
課

　

教
育
委
員
会
で
は
、
来
春
、
小
学

校
に
入
学
予
定
の
お
子
さ
ん
を
対
象

に
入
学
後
の
学
習
や
学
校
生
活
に
つ

い
て
の
相
談
を
行
い
ま
す
。
相
談
の

対
象
に
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
お

子
さ
ん
で
す
。
あ
ら
か
じ
め
電
話
で

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
落
ち
着
き
が
無
く
集
団
に
う
ま
く
解

け
込
め
な
い
お
子
さ
ん

◦
人
と
の
か
か
わ
り
が
う
ま
く
と
れ
な

い
お
子
さ
ん

◦
目
や
耳
、
体
の
不
自
由
な
お
子
さ
ん

◦
体
の
弱
い
お
子
さ
ん
・
発
達
が
気
が

か
り
な
お
子
さ
ん

◦
言
葉
が
う
ま
く
話
せ
な
い
お
子
さ
ん

と　

き　

６
月
６
日
・
13
日
・
20
日
・

27
日
・
７
月
４
日
・
11
日
・
18
日
・

25
日
の
各
金
曜
日　

午
前
10
時
～

午
後
４
時

と
こ
ろ　

市
教
育
委
員
会　

会
議
室

問　

学
校
教
育
課
（
内
線
334
）

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
就
学
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒
に
対

し
て
、
学
用
品
や
給
食
費
な
ど
就
学

に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
援
助
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
手
続
き
お

よ
び
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

各
学
校
・
教
育
総
務
課（
内
線
604
）

　

市
長
が
各
総
合
支
所
に
て
、
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、
直
接
お
話

を
お
伺
い
し
ま
す
。

　

個
人
で
も
グ
ル
ー
プ
で
も
、
予
約

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽

に
お
出
で
く
だ
さ
い
。

　

日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

雄
勝
総
合
支
所　

５
月
14
日
㈬

桃
生
総
合
支
所　

５
月
19
日
㈪

河
北
総
合
支
所　

５
月
23
日
㈮

河
南
総
合
支
所　

７
月
３
日
㈭

北
上
総
合
支
所　

７
月
11
日
㈮

牡
鹿
総
合
支
所　

７
月
18
日
㈮

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
1
時
か

ら
7
時
ま
で
で
す
。

※
都
合
に
よ
り
開
催
日
時
な
ど
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　

広
報
広
聴
課
（
内
線
398
）

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
４
月
～

６
月
の
間
に
行
う
よ
う
法
律
で
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

集
合
注
射
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
方
、
新
た
に
犬
を
飼
わ
れ

た
方
や
ま
だ
登
録
を
し
て
い
な
い
方

で
も
、
次
の
動
物
病
院
で
、
犬
の
登

録
お
よ
び
狂
犬
病
予
防
注
射
が
受
け

ら
れ
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
注
射
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
は
、
登

録
料
・
注
射
料
の
他
に
診
察
料
な
ど

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
犬
の
体
調
が
不
安
定
な
場

合
は
、
獣
医
師
と
相
談
の
上
、
注
射

を
受
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

環
境
対
策
課
（
内
線
268
・
269
）

（
特
別
）児
童
扶
養
手
当
・
母
子
父
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

来
年
度
入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
こ
と
で

不
安
に
な
っ
た
り
悩
ん
で
い
た
り
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

犬
の
登
録
と
狂
犬
病

予
防
注
射
を
忘
れ
ず
に
！

移
動
市
長
室

「
市
長
と
話
す
っ
茶
屋
」

　

 

市
長
と
気
軽
に

　
　

お
話
し
て
み
ま
せ
ん
か

就
学
援
助
制
度

早坂動物病院 東松島市大曲字川前二224-4 84－1622
パスカル犬猫クリニック 石巻市蛇田字新金沼48-1 96－8106
シートン動物病院 石巻市立町一丁目4－17 22－6100
首藤動物病院 石巻市須江字関ノ入101－2 73－2034
あべ動物病院 石巻市中里七丁目4－12 93－2786
畠山獣医科医院 石巻市広渕字砂三丁目10 73－2478
ぐりーむ動物病院 石巻市伊原津一丁目4－30 92－5622
佐藤獣医科病院 石巻市北上町長尾字下沢35 67－3064
こんどう動物病院 石巻市宇田川町2－12 25－1230

動物病院名 住　　　　　所 電話番号

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？


